
　　　職種

  概要
調理師（常勤）

業務内容

・入居者29名、ショートステイ利用者最大19名、デイサービスセンター利用者最大 30名

　の計最大78名の朝、昼、夕の食事の調理業務をしていただきます。

・１日に4～5名の調理師が分担して食材の切り込み、調理、食材の盛り付け、食器洗浄

　など行います。

・完調品等も使用しながら美味しく、かつ効率的に調理業務が行えるよう

　に仕組みづくりをしていきます。

※詳細は面接時説明します。

休日
・月間９日間の休み（日祝日含む）

・年間休日数115日（週休107日＋リフレッシュ休3日＋有給休暇取得義務5日）

勤務時間

・7:00～16:00（実働8時間・休憩１時間）

・8:00～17:00（実働8時間・休憩１時間）

・10:00～19:00（実働8時間・休憩１時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

※就業時間は他のパターンもあり。その時の状況に合わせて変更できます。

給与

★＜月額(a+b)＞         175.900円～204,300円

　(a)基本給　　          161,400円～10年目：189,800円以上

　(b)資格手当　          3,000円

　  　処遇改善手当      7,500円

　  　特殊業務手当　   4,000円

　※基本給は最終学歴および職務経験・経歴により異なります。

　※時間外労働手当は法定通り全額支給（みなし支給無し）

　※試用期間6カ月※期間中の雇用形態・賃金の変更なし。

★通勤手当　 2,000円～11,000円

★住宅手当　規程により8,500～13,000円を支給します。

★昇給　　年1回（3,200円～）

★賞与　　年2回（3か月分）

★その他手当

　年度末手当　　処遇改善関係加算の残額を支給

　人材紹介一時金　2～5万円（人材紹介して採用された場合）

　年末年始手当　2,000円～　　　　　　　　　　　　　　　 など



退職金制度

★宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

　※毎月の給与により掛金算定して職員・施設が同額の掛金を積立。

　　退職時は施設積み立て分も含め職員に支給。

★確定給付年金（任意加入）

　月額1,000円単位から積立可能。退職後の一括支給または定年後に個人年金として支

　給。月次積立額に応じて給与から控除される社会保険料や各種税額が引き下がり、

　併せて複利の利回りもあるので、安全で確実な資産形成が可能。将来のための資産形

　成として大変有利な制度。加入者には法人補助あり。

社会保険 ★全て完備（雇用保険／労災保険／健康・介護保険／厚生年金保険）

福利厚生制度

★健康傷害保険

　掛金は法人が全額負担（本人負担なし）。 生命保険の通院オプション程度の傷害保

　険、また疾病による入院保険に加入。プライベートで起きたケガや手術などの通院、

　入院にも適用されます。ご自身の保険に加えて補償されます。

★定期健診・予防接種

　全額法人が負担

★互助会

　歓送迎会や職員間の慶弔等に支出する費用を月1,200円積み立て。

　そのうち500円を法人が拠出しています（本人負担は700円）。

　※未使用積立金は、年度末規程に沿って返金されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

研修制度

★法人全体研修

　年間２回以上の法人全体研修を行っています。

★資格取得支援制度

　法人が『業務で必要』と認めた場合（例：介護福祉士資格、ケアマネジャー、防災士

　資格など）、資格取得費用の全額または一部を法人が支給。

★施設外研修

　自治体や各種団体が行う研修に参加ができます。

※ 研修費用

　法人から業務命令（本人希望も相談可）されて参加する研修の費用は、参加費、旅費

　交通費などを原則全額施設が負担。また個人で参加する研修でも業務に必要と認めら

　れた場合は、費用の全額もしくは一部を施設が支給。

★施設内研修

介護実践、衛生管理、人権学習、IT研修、応急対応、栄養学など


